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令和５年第４回定例会

歌 志 内 市 議 会 会 議 録

第１日目（令和５年１２月６日）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

（午前９時５８分 開会）

開 会 ・ 開 議 宣 告

○議長（本田加津子君） おはようございま

す。

ただいまから、令和５年歌志内市議会第４

回定例会を開会いたします。

ただいま出席している議員は８名でありま

す。定足数を満たしておりますので、本日の

会議を開きます。

会議録署名議員の指名

○議長（本田加津子君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は議長において、１番能登

直樹さん、５番川野敏夫さんを指名いたしま

す。

会 期 の 決 定

○議長（本田加津子君） 日程第２ 会期の

決定を議題といたします。

お諮りいたします。

今定例会の会期は、本日から１２月１１日

までの６日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

会期は、本日から１２月１１日までの６日

間と決定いたしました。

諸 般 報 告

○議長（本田加津子君） 日程第３ 諸般報

告であります。

事務局長から報告をいたします。

三浦議会事務局長。

○議会事務局長（三浦悟君） 報告いたしま

す。

この定例会に付議されます議案は、市長よ

り送付を受けた議案１２件、選挙１件、決算

審査特別委員会委員長より報告１件でありま

す。

次に、議長の報告でございますが、令和５

年第３回臨時会以降、昨日までの議会動向に

つきましては、本日、別紙配付しております

諸般報告のとおりでありますので、御了承願

います。

また、本会議に説明のため出席する者、本

会議の事務に従事する者等につきましては、

別記記載のとおりであります。

本日の議事日程については、別紙配付して

あります議事日程表のとおりであります。

次に、議員の出欠席の状況でありますが、

本日は全員の出席であります。

以上で、報告を終わります。

○議長（本田加津子君） 特段の発言はあり

ますか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） ないようでありま

すので、諸般報告を終わります。

市 政 報 告
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○議長（本田加津子君） 日程第４ 市政報

告であります。一般行政について報告を求め

ます。

柴田市長。

○市長（柴田一孔君） －登壇－

改めまして、おはようございます。

私のほうから、市政報告として歌志内／

夢・まち未来会議につきまして報告させてい

ただきます。

夢・まち未来会議につきましては、まちづ

くりに関心を持つ多くの市民が参加し、人口

減少が続く本市における将来のあるべき姿や

夢、その夢を実現するための方法など、自由

に語り合う場とし、「住みたいまち 次世代

に誇れるまち」の実現を目的に令和３年度か

ら実施しております。

令和５年度につきましては、１０名のメン

バーにより、８月１６日に１回目を開催し、

２回目の会議につきましては１０月２３日に

開催、メンバーの職場や団体における活動に

ついて発表し合い、その活動に関する意見交

換を行いました。また、３回目につきまして

は１２月１日に開催し、今後のまちづくりに

係るメンバーからの意見をテーマに、合宿誘

致や魅力発信などについて、歌志内の現状を

踏まえ、客観的な視点で意見交換等を行いま

した。

この後、年度内に一、二回の開催を予定し

ており、引き続き夢・まち未来会議の開催状

況等について報告してまいりたいと思ってお

ります。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） これより質疑に入

ります。

質疑ありませんか。

松井敬道さん。

○４番（松井敬道君） おはようございま

す。

夢・まち未来会議で話し合われまして、令

和６年度の新規事業の実施の可否について検

討する事業は、どのようなものがあるのか教

えていただきたいというふうに思います。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） 今年度いろいろお話

をさせていただいた中で、チロルの湯の合宿

誘致ということでございますけれども、引き

続き、今、二つの大学、中部大学と国士舘大

学がこのたび来られておりますので、引き続

き誘致活動をしていくことについて、大変意

義があるということなので、引き続きやった

らどうだという話もいただいておりますし、

またダ・マルシェの活用ということで、これ

につきましては、市のほうで建設したという

ことで、もうちょっと盛り上げていくような

ことをしてはどうだということも伺っており

ます。これらについては、今、外出支援等

行っておりますので、こういった外出支援に

ついてもうちょっと拡充といいますか、利用

度を深めることも含めながら、高齢者に対し

てもっと優しい形でできないかとか、そうい

う形でいろいろソフト面も今後詰めていきた

いというふうに思っております。

また、交通アクセスにつきましても、タク

シーの利用とか、将来のデマンドやライド

シェアですか、そういったことも検討してみ

てはどうだという意見をいただいておりま

す。すぐできるものとできないものがござい

ますけれども、実現できるものは実現してい

きたいというふうに思っております。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

以上で、市政報告を終わります。

報 告 第 １ ２ 号

○議長（本田加津子君） 日程第５ 報告第

１２号議案第３７号令和４年度歌志内市各会

計歳入歳出決算の認定について、議案第３８

号令和４年度歌志内市病院事業会計決算の認

定について、以上、令和５年９月１２日決算
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審査特別委員会付託を議題といたします。

この件について、特別委員会委員長の報告

を求めます。

決算審査特別委員会委員長、山崎瑞紀さ

ん。

○決算審査特別委員会委員長（山崎瑞紀君）

－登壇－

報告第１２号議案第３７号令和４年度歌志

内市各会計歳入歳出決算の認定について。

議案第３８号令和４年度歌志内市病院事業

会計決算の認定について。

次ページをお開き願います。

決算審査特別委員会審査報告書。

当委員会に閉会中の審査として付託を受け

た事件について審査の結果、次のとおり決定

したので会議規則第１０５条の規定により報

告いたします。

記。

１、事件。議案第３７号令和４年度歌志内

市各会計歳入歳出決算の認定について。議案

第３８号令和４年度歌志内市病院事業会計決

算の認定について。（令和５年９月１２日付

託）。

２、審査の経過。１０月１７日、１８日、

１９日の３日間、これが審査のため本特別委

員会を開催し慎重に審査した。

３、審査の結果。議案第３７号は賛成多数

で、議案第３８号は全員一致で認定すべきも

のと決定した。

４、審査意見。議案第３７号の一般会計に

おいて、歌志内市会計規則第１７条第１項に

定める調定をせずに債務者へ請求書を送付し

ている債権があることが判明した。債権が確

定した際には、直ちに調定を行うことと併

せ、適正な債権管理に努められたい。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） これより、決算審

査特別委員長の報告のうち、議案第３７号令

和４年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定

についてに対する質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認めま

す。質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 議案第３７号令和４年

度歌志内市各会計歳入歳出決算の認定につい

て、反対の立場から討論したいと思います。

今回、決算審査特別委員会の審査における

時点で、一部不備が見受けられました。その

内容として、空き家対策に関するものであり

ます。事務管理費用を管理者に請求している

にもかかわらず、調定処理を怠り、その請求

されたものについては入金されることもな

く、その結果、歳入の未済額の管理などの不

備が見つかりました。このことは、審査報告

書の審査意見書にも記載されております。

令和４年度の決算は、このことから誤って

いるものとなります。この不備は数字の不備

であり、明確なもので、解釈の違いなど存在

しないことから、誤った決算は行政機関を

チェックする立場の議員として認めるわけに

はいかないという立場で、認定について反対

とさせていただきます。

○議長（本田加津子君） 反対する議員の発

言がありますので、賛成する議員の発言を求

めます。

松井敬道さん。

○４番（松井敬道君） 私は、議案第３７号

令和４年度歌志内市各会計歳入歳出決算の認

定について、賛成の立場で討論をいたしま

す。

認定に付されました令和４年度歌志内市各

会計歳入歳出決算につきましては、一般会計

は当初予算４２億３,０００万円に対し、１

０回の補正予算を組み、歳入総額５２億３,

６４４万８,３６８円、歳出総額５０億６,８

７３万６,６２３円、形式収支は１億６,７７

１万１,７４５円の黒字となり、翌年度に繰

り越すべき財源９万３,０００円を差し引い

た実質収支も１億６,７６１万８,７４５円の

黒字となっており、市営公共下水道特別会
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計、国民健康保険特別会計及び後期高齢者医

療特別会計の３特別会計も実質収支は黒字と

なっており、健全財政を維持しております。

また、予算措置及びその執行につきまして

も、決算審査特別委員会において審査した限

り、おおむね適正に処理をされております

が、一般会計の一部において、事務の合規性

及び正確性に欠ける事案がありました。全体

的にはおおむね適切に処理されており、１件

の請求済みの債権について調定漏れがあった

ことをもって全体の決算を否決するほどの理

由にはならないと考えます。

このことから、決算意見を付されました債

権につきましては、直ちに令和５年度におい

て調定を行い、未収債権の回収に努めるとと

もに、二度とこのようなことは起こさぬよ

う、事務の執行に当たりましてはチェック体

制の再点検と確立を要請して、賛成討論とい

たします。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） 賛否両論が出まし

たので、これで討論を終わります。

これより、議案第３７号について、起立に

より採決をいたします。

この本件に対する決算審査特別委員長の報

告は、認定すべきものであります。本件につ

いて、決算審査特別委員長の報告のとおり、

認定することに賛成する議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○議長（本田加津子君） 賛成多数でありま

す。

したがって、議案第３７号は、決算審査特

別委員長の報告のとおり認定されました。

これより、決算審査特別委員長の報告のう

ち、議案第３８号令和４年度歌志内市病院事

業会計決算の認定についてに対する質疑に入

ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第３８号について、採決を

いたします。

この本件に対する決算審査特別委員長の報

告は、認定すべきものであります。

本件は、決算審査特別委員長の報告のとお

り認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第３８号は、決算審査特

別委員長の報告のとおり認定されました。

選 挙 第 １ ０ 号

○議長（本田加津子君） 日程第６ 選挙第

１０号歌志内市選挙管理委員及び同補充員の

選挙についてを議題といたします。

お諮りいたします。

選挙の方法については、地方自治法第１１

８条第２項の規定により、指名推薦によりた

いと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、選挙の方法は、指名推薦によ

ることに決定いたしました。

お諮りいたします。

指名の方法については、議長が指名するこ

とにしたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議長が指名することに決定い

たしました。

選挙管理委員に加藤園美さん、相河祐子さ

ん、小川正芳さん、柴田幸子さん、以上４名
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を指名いたします。

補充員は、補充の順位別に、第１順位に折

原智恵子さん、第２順位に木本潤さん、第３

順位に久道一夫さん、第４順位に紺野深雪さ

ん、以上４名を指名いたします。

お諮りいたします。

ただいま、議長において指名いたしました

方々を選挙管理委員及び同補充員の当選人と

定めることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、歌志内市選挙管理委員は、加

藤園美さん、相河祐子さん、小川正芳さん、

柴田幸子さん、以上４名が、歌志内市選挙管

理委員補充員は、第１順位に折原智恵子さ

ん、第２順位に木本潤さん、第３順位に久道

一夫さん、第４順位に紺野深雪さん、以上４

名が当選されました。

議 案 第 ４ １ 号

○議長（本田加津子君） 日程第７ 議案第

４１号かもい岳国際スキー場及びかもい岳温

泉に係る固定資産税の減免の特例に関する条

例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

改めまして、おはようございます。

議案第４１号かもい岳国際スキー場及びか

もい岳温泉に係る固定資産税の減免の特例に

関する条例の制定について御提案申し上げま

す。

提案理由は、Ｍ・かもい岳株式会社がかも

い岳国際スキー場リニューアルプロジェクト

を実施するに当たり、市から取得したかもい

岳国際スキー場及びかもい岳温泉に係る固定

資産税の減免について要請があったことか

ら、同社の経営の安定化並びに市民をはじめ

広く利用者の健康増進を図るとともに、観光

の振興に資することを目的にこの条例を制定

しようとするものでございます。

次ページの本文にまいります。

かもい岳国際スキー場及びかもい岳温泉に

係る固定資産税の減免の特例に関する条例。

なお、同社から提出されました市への要請

書を追加資料としてお配りしておりますの

で、御参照願います。

Ｍ・かもい岳株式会社が所有する固定資産

で、かもい岳国際スキー場及びかもい岳温泉

に対する固定資産税を令和６年度から３年間

免除するものとする。

この減免は、歌志内市産業開発促進条例に

て、かもい岳国際スキー場及びかもい岳温泉

に係る土地、建物に対する固定資産税を減免

しておりますが、令和５年度でその効力が失

効することから、引き続き３年間の固定資産

税を免除しようとするものでございます。

附則。

この条例は、公布の日から施行するもので

ございます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

下山則義さん。

○７番（下山則義君） この議案につきまし

て、市長に１点お伺いしたいことがございま

す。この条例の提案の理由の中に、歌志内か

ら取得したかもい岳国際スキー場及びかもい

岳温泉に係る固定資産税の免除についての要

請があったことから、条例を制定するとの提

案理由がございました。この提案理由でこの

条例がまかり通っていくのであれば、市内の

全ての企業、事業所、商店について、同じ要

請があるのであれば固定資産税の免除を行っ

ていくになるのではなかろうか、そのように

も考えられます。決してこの内容が反対だ、

あるいは駄目だというのではなくて、そう

いったところをしっかりと考えながら条例を

制定していかなければならない、この提案理

由からも考えていかなければならないと私は
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考えます。市長のお考えをお伺いしたいと思

います。よろしくお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） ただいま下山議員の

御質問に対してお答えしたいと思います。

産業開発条例で３年間の免除ということに

なっているわけでございますが、このスキー

場は２０２０年１２月１９日オープン以来、

今年で４シーズン目になるわけでございます

が、これまでコロナ禍の中での運営というこ

とで、集客はままならず、今後、当初予定し

ていたリニューアルプロジェクトに向けて本

格的に展開されるというわけでございます。

歌志内市につきましては、総合開発総合計

画の中でも観光産業の振興として、かもい岳

スキー場は地域間交流の促進の観点からも重

要施設ということで位置づけしておりまし

て、観光客入り込み目標も令和７年３５万人

を掲げているところでございます。これにつ

きましては、創生総合戦略にも同様に掲げて

人口減少対策ということに対しても進めてい

るところでございます。

また、市民や子供たちが冬の市内の唯一の

スポーツ施設ということで、スキーを滑って

いただいて健康管理に努めていただくという

ことも一つのこのスキー場での利用というふ

うに考えておりますし、またスキー学習の拠

点でもあるということで、事情やむを得ない

というふうに私は判断したところでございま

す。

このようなことから、産業開発条例での３

年間の免除となっていた中でのまさに３年間

がコロナ禍ということでございますので、引

き続き３年間の延長ということで考えて、こ

ういう決断をしたところでございます。

他の企業からの申出があった場合というこ

とでございますが、あくまでも産業開発条例

の中で判断をしながら、今回３年間というこ

とで延長したところでございます。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 今の私の質問は、こ

の提案理由、この内容を市民に知らしめても

しっかりと理解できないというところがやは

り出てくるのです。うちも苦しいからお願い

できませんかという商店が、あるいは事業所

が、そういった声も正直あります。であれ

ば、なぜそういうことなのかということを

もっともっとしっかりと知らしめていかなけ

ればならない。そして、かもい岳をきちんと

やっていかなければならないということ、こ

の条例を制定するに当たって、もう少し厳し

く、はっきりとその隔てが分かるような状況

をつくっていかなければならないというのが

私の質疑の趣旨であります。もう一度答弁を

いただければと思いますが、お願いいたしま

す。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） 私のほうから、

今、下山議員のほうで質問いただきました。

この条例の提案内容であれば、他の企業から

もそういった支援要請があるのではないか

と、それに対してどうするのかといった趣旨

かと思いますけれども、実際、歌志内振興公

社のチロルの湯の部分につきまして、これと

同じ形による条例、特例条例という形で設け

させていただいております。これがもう既に

１０年以上経過している中で、そういった今

おっしゃられているような他の企業からの部

分というのは実際受けたことはないというこ

ともございまして、つくりとして振興公社と

同じような条例のつくりという形で上程をさ

せていただいた、そういったところでござい

ます。

また、そういった市内の企業、いろいろと

経営厳しい部分につきましては、十分分かっ

ておりますけれども、先ほど市長も申し上げ

ておりますように、観光振興、かもい岳を中

心とした部分につきましては、やはり公益的

な考え方という部分があろうかと思っており

ます。そういうことで、要請書を当然受けて

おりまして、今日といいますか、追加議案と

してその要請書もお配りさせていただいてお

ります。

いずれにいたしましても、そういった市に
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対する減免要請というものを受けた場合は、

その要請書の内容をしっかりと吟味させてい

ただいた中で、その必要性というか、そうい

う部分を判断させていただくことになるのか

なと、やみくもに出てきたから減免すると、

そういったことにはならないだろうと、その

ように考えております。

○議長（本田加津子君） 下山則義さん。

○７番（下山則義君） 最後の質疑になろう

かと思いますが、まさに今、副市長のほうか

ら言われたとおり、企業の方々からという

話、正直受けています。それと同時に、今、

チロルの湯出てきましたけれども、歌志内市

が１００％というか、そういったものを行っ

ているのと、歌志内市の財産を相手側に渡し

て、そこでやっていただきますよという内容

は同じものではないと私は思うのです。その

辺の違いもありながら、そして一番気になる

のは、市民にこれをしっかりと知らしめない

と、それをせずに議会の中でどんどん進んで

いく。我々も正直、提案書のようなもの、受

け取りました。ただ、受け取ったのは今日で

す。市民に対して知らせる、報告するという

ことは、できるチャンス、正直ないのです。

そういったこともしっかりと気に止めていた

だいて、やるのであればきちんと、それでい

てしっかりと説明をする、そんなこともこれ

からやっていっていただきたいと思います。

このことに関しては、まだまだ議論が我々

の中にもあるのだと思いますが、やる以上は

正確なことをしっかりと知らせながら、そし

てどういう状況でやっていくのかと同時にど

んなような形も今できているのだということ

も、それも教えていただくような、そんな状

況づくりも考えてやっていただきたいと思い

ます。

最終的な答弁をお願いいたします。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） ただいま御指導とい

いますか、御指摘をいただきました。市民の

方々にそういったことを周知するということ

は非常に重要であるというふうに私も認識し

ております。今後、この件につきましては、

広報紙等でも皆さんに理解をしていただくよ

うなことで周知をさせていただきたいと思い

ますし、また先ほどいただいた、いわゆる公

共施設を民間に譲渡したということで、いわ

ゆる引き継いでいただくという公共性のある

という部分に関しては、こういった減免の対

象になるということの一つの、何ていいます

か、ケースといいますか、そういったことも

考慮といいますか、しながらそういった制度

設計といいますか、そういったものもつくっ

ていかなければならないのかなというふうに

思っております。

大変、下山議員、ありがとうございまし

た。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

川野敏夫さん。

○５番（川野敏夫君） 提案理由の中に減免

という言葉で出ているのですけれども、これ

は課税免除ではなく減免するというのは、ど

れぐらい減免する予定なのか。１０割なの

か。１年間の減免する金額は、一体どれぐら

いになるのかということをちょっと伺いたい

と思います。

それと、市から取得した国際スキー場及び

かもい岳温泉という言葉があるのですけれど

も、これ以外にこのリニューアルプロジェク

トでいろいろ施設を造るのかなというふうに

感じるのですけれども、その新たにできた施

設に関しても減免する条例になるのかどう

か、その辺もちょっとお尋ねしたいと思いま

す。

先ほどから言われている公共性が高いよと

いうのは、もう十分理解しています。我々も

かもい岳国際スキー場、温泉ないしはあそこ

の宿泊施設に対しては大変興味持ってますの

で、十分応援したいと思いますので、その辺

ちょっと詳しく教えていただきたいと思いま

す。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） ただいま減免の
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分、何割やるのか、金額幾らなのかと、また

そういった新たな施設についてもどうなのか

というようなことの御質問かと思いますけれ

ども、減免につきましては、全て１００％と

いう形で考えておりまして、事業所のほうか

らお聞きしている部分につきましては、大体

９００万円程度なのかなと、そのように確認

をしているところでございます。

また、新たな施設の部分という部分につき

ましては、その年度年度におきまして、年度

年度といいますか、報告をいただいた中で決

めていくことになるのかなというふうには思

いますけれども、その都度検討させてもらい

たいなと、そんなふうに思っております。

以上でございます。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 何点か聞きたいと思い

ます。

まず一つ目なのですけれども、先ほど出ま

した減免ということなのですけれども、これ

課税免除ではなくて減額免除で行うのか、

ちょっとどっちなのか分からないので、聞い

ておきたいと思います。

あと、今回の条例の提案理由というか、こ

の議案でこれから審議することになると思い

ますけれども、かなり文面の中で欠落してい

る部分が多いかなと思われます。今日渡され

たこの資料も、議案の第４１号として資料と

して渡されておりますけれども、これ企業か

ら要望書として多分出てきたものだと思うの

です。それをこの議案の資料だといって渡す

のは間違っているのではないかなと思うので

す。というのも、条例に関する資料というの

は、市役所がきちんと作って、それを議案の

資料として一緒に出してくれるのが資料だと

思うのです。今回、これ、今日もらったこの

資料なのですけれども、これは委員会で説明

を受ける委員会の資料にしかならないと私は

思っています。書いてある内容を丸々行政が

この４１号の中に書いて出してきているなら

分かるのですけれども、そうではなくて、こ

れ一企業が要望書として出してきたもの、こ

れを普通に添付して、議案の資料だよと出し

てくるのはちょっと間違っているのではない

かと思うのですけれども、その辺のちょっと

認識を聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） まず、このたび

の減免か課税免除かという話なのですが、こ

のたび減免で行いたいというふうに考えてお

ります。

それと、この資料の関係ですけれども、先

ほども市長からのお話ありましたように、チ

ロルの湯、振興公社のほうでも同じように特

例条例を設けさせていただいています。当

初、振興公社がこの特例条例を上程させたと

きも、同じように要望書を資料として提出し

たという、同じような形でこのたび上程させ

ていただいたということになります。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） まず減免ということな

のですけれども、私、これ減免というのは、

減額免除というのは、基本的に災害、火災な

どあったときに初めて適用する性質のものだ

と思っているのです。調べた結果、そうだと

いうふうに私は認識しています。だから、根

本的にチロルのほうの減免となっていますけ

れども、それも本当は多分間違っているので

はないかなと思うのです。だから、それは今

までの流れからずっと慣例あって、それで議

決されてきているというのはあるのですけれ

ども、今回の話は、これまるっきり新しい条

例として出しているので、その辺きちんと考

えられてないと駄目だと思うのです。

課税免除ではないということなので、私は

ちょっと減免に当たらないという解釈をして

おります。やはり課税免除だというのであれ

ば、公益性だとか、先ほどの話になると思う

のですけれども、そういうのはこの条例の中

に書き込むべきだと思うのです。課税免除だ

とあれば。その辺の解釈の違いというのが多

分あると思うのですけれども、これ本来なら
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解釈の違いがあってはならないのです。その

辺どういうふうに思われているのか聞いてお

きたいと思います。

この資料なのですけれども、再三言われて

いますよね。チロルがという話なのですけれ

ども、チロルと今回のやつはまるっきり別だ

と思います。一般企業ですから。一般企業か

ら出てきているものに対して減免しようか、

どうしようかという話だと思うのです。その

資料を、要望書を資料とするのは間違ってい

るのではないかと思うのです。チロルと、何

ていうのですか、住民に対する公益性だとか

そういったものは、健康増進だとか、そう

いったことにつながってくるのは分かるので

すけれども、それは同じように感じますけれ

ども、今回の経費に関しては、Ｍ・かもい岳

株式会社という一つの本当に民間の企業なの

で、その民間の企業がこういった要望書を

持ってきて、減免してくださいと言ってきた

ときに、この資料を行政が、そうしたらこの

資料を条例の資料として添付しておけばいい

やという考えになっていたのではないかと私

は思うのです。そのチロルの慣例があるか

ら。だから、別々と考えないと駄目だと思う

のです。そうなると、その資料は、条例に添

付された資料ではないよという話です。その

辺きちんとしておかないと、今後も、変な

話、先ほど下山議員言いましたけれども、ほ

かの事業所からこういった要望書が来たとき

に、私たちに、いや、そうしたら公益性があ

るから、この要望書を添付して新しい条例を

つくるかとなるかとなったら、私はそうでな

いと思います。だからこの辺ちゃんとしてお

かないと、今後そういうことも見受けられる

し、これは駄目だ、これは資料ではない。こ

の議案に対しての資料ではないという認識を

ちゃんと持っていただきたいと思うのですけ

れども、いかがですか。

○議長（本田加津子君） 平間副市長。

○副市長（平間靖人君） ただいま女鹿議員

のほうからるる御指摘をいただいた点につき

まして、確かにチロルの湯と、チロルの湯と

いうか振興公社と今回の純粋な民間企業との

違いがあるということで、そこから出てきた

資料が議案の資料としては適さないといった

御指摘でございます。それにつきまして、私

ども、やはり先ほど来御答弁を申し上げてお

りますように、公益性という部分を重視した

中で、前例としてチロルの湯、振興公社への

減免についてを前に出しまして今回の条例制

定に向けての検討作業を進めさせていただい

てきたところでございます。

ただ、議員おっしゃられますように、今後

という部分も考慮いたしますと、毎回このよ

うな形の部分がいいのかどうかという部分に

ついて検討させていただきまして、今後の部

分についてつなげていきたいと、このように

考えておるところでございます。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 減免、課税免除、そう

いったところからきちんとした議論をもう１

回していただきたいのです。今回、議論する

のは、議論して私たちが話を進めなければい

けないのは、この議案第４１号の中身を見て

適正かどうかという話をしないと駄目なので

すけれども、あまりにもそれの議論する中身

がなさ過ぎて、どういうふうな状況なのかと

いうのが分からな過ぎるのです。ただ、本来

なら、ここ課税免除にして、課税免除であれ

ば皆様の健康増進につながるのでだとか、そ

ういったことをこの条例の中に書いていただ

ければ済むと思うのですけれども、書いてな

いので分からないのです。私もこの、今出て

きている議員の皆さんの気持ちは分からない

ですけれども、私はスキー場ちゃんとやって

ほしいし、継続してほしいし、歌志内のシン

ボルとしてやっていっていただきたいので、

減免するのは全然やぶさかではないと思いま

す。ただ、その減免する、しないの題材とし

て、この第４１号の議案がきちんと議論でき

るかどうかというものになっているかどうか

だと思うのです。それにかなり不備が感じる

ので、今、こういうふうに話をしています。

追加資料のことも、それと含めて同じだと
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思うのです。やはりきちんと庁内の中でこの

資料を出していいものなのかどうなのかとい

うのを議論してほしかったです。きちんと庁

内の中で議論ができていれば、できていると

思いますよ。できていると思いますけれど

も、こういった形で資料が出てくるというこ

とは、どこまで議論がされているのか、私、

不思議になるのです。だから、市民にもちゃ

んとした説明をする、こういったことも含め

て、やはりこの第４１号という議案を審議す

る上で、資料としてきちんとしたものを出し

てもらって私たちも審議したいし、そうする

ほかないと思いますので、きちんとした形で

考えて出していただきたかったのですけれど

も、その辺、市長、最後答弁いただいて終わ

りたいと思います。

○議長（本田加津子君） 柴田市長。

○市長（柴田一孔君） ただいま御指摘をい

ただいたことにつきましては、今後、十分検

討していかなければならないのかなと思って

おります。

このたびの免除につきましては、あくまで

も歌志内市産業開発促進条例の中で、いわゆ

る投資額１,０００万円以上、雇用３人とい

うことで、その中の第５条で免除を受けられ

るということが３年間免除受けれますよとい

うことが前提にありまして、その中でスター

トした時点からもうコロナ禍ということで出

控えもあるし、観光、スキーヤーもなかなか

思ったように来なかったというのが３シーズ

ンまさにそうだったということでございま

す。今年４シーズン目、いわゆる５月の８日

から第５類になったということで、３年間は

非常に厳しい状況での経営だったということ

でございまして、その３年間、改めてまた減

免をお願いしたいという前提でございますの

で、この提案理由にその辺のいわゆる開発促

進条例に基づいて減免をいただいていたけれ

どもこうだよというような文言があれば、ま

さにその事情がよく理解できるのかなと思い

ます。

そんなことで、今後、このたびは先ほど副

市長からも説明ございましたけれども、チロ

ルの湯、そのいわゆる特例条例と同じような

形で踏襲したということについては、今後反

省も含めて、新たな形でもっと分かりやすい

丁寧な形にしなければならないのかなという

ふうに思っております。

非常に貴重な御意見をいただきました。参

考にさせていただきたいと思います。ありが

とうございました。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

お諮りいたします。

この件については、会議規則第３６条第１

項の規定により、所管の行政常任委員会に付

託の上、会期中の審査に付することにしたい

と思います。

これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４１号については、所

管の行政常任委員会に付託の上、会期中の審

査とすることに決定いたしました。

議 案 第 ４ ４ 号

○議長（本田加津子君） 日程第８ 議案第

４４号歌志内市職員給与条例の一部を改正す

る条例の制定についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４４号歌志内市職員給与条例の一部

を改正する条例の制定について御提案申し上

げます。

初めに、このたびの改定の根拠となります

令和５年人事院勧告の概要につきまして、資

料に基づき御説明いたしますので、定例会資

料の５ページを御覧願います。
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人事院勧告の概要として、関係部分を抜粋

しております。

上段を御覧願います。

給与勧告のポイントでありますが、給与改

定の内容と考え方といたしまして、月例給

（１）俸給表につきましては、民間給与との

格差３,８６９円、０.９６％を解消するた

め、初任給をはじめ若年層に重点を置き、平

均１.１％の俸給表の水準を引き上げること

となっております。

次に手当でございますが、期末勤勉手当に

ついて民間の支給状況に見合うよう４.４か

月分から４.５か月分に引き上げることと

なっております。引上げとなった０.１か月

分につきましては、期末手当及び勤勉手当に

均等に配分され、本年度は１２月期にそれぞ

れ０.０５か月、来年度以降においては６月

期及び１２月期の期末手当及び勤勉手当がそ

れぞれ均等になるよう配分されることとなっ

ております。

それでは、議案に戻りまして、歌志内市職

員給与条例の一部を改正する条例の制定につ

いて御説明いたします。

提案理由は、国家公務員の給与改定に準

じ、給料月額、期末手当及び勤勉手当の支給

割合を改正するとともに、会計年度任用職員

についても給料月額及び期末手当の支給割合

を職員と同様に改正するため、関係条文を整

備しようとするものでございます。

次ページにまいります。

歌志内市職員給与条例の一部を改正する条

例。

第１条、歌志内市職員給与条例（昭和２９

年条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。

改正内容につきましては、資料と併せて御

説明いたします。資料は５ページの下段から

６ページにわたります。

第３３条は、期末手当の支給範囲及び支給

額の規定でございます。令和５年１２月期の

期末手当の支給割合を一般の職員については

０.０５か月分、再任用職員については０.０

２５か月分引き上げることに伴い、関係する

規定を整備するものでございます。

第３４条の２は、勤勉手当の支給範囲及び

支給額の規定でございます。令和５年１２月

期の勤勉手当の支給割合を一般の職員につい

ては０.０５か月分、再任用職員については

０.０２５か月分引き上げることに伴い、関

係する規定を整備するものでございます。

なお、別表第１から別表第４までの改正

は、令和５年人事院勧告に伴う国の俸給表の

改定に準じ、本市給料表を改正するものでご

ざいます。資料は２４ページにわたります。

本文に戻りまして、第２条歌志内市職員給

与条例の一部を次のように改正する。

資料の２４ページを御覧願います。

第３３条は、期末手当の支給範囲及び支給

額の規定でございます。第１条において引き

上げられた期末手当関係の規定を令和６年度

以降は６月期及び１２月期において均等にな

るよう改正するものでございます。

第３４条の２は、勤勉手当の支給範囲及び

支給額の規定でございます。資料は２５ペー

ジにわたります。第１条において引き上げら

れた勤勉手当関係の規定を令和６年度以降は

６月期及び１２月期において均等になるよう

改正するものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

第１条第１項は、施行期日でございます。

この条例は、公布の日から施行する。ただ

し、第２条の規定は、令和６年４月１日から

施行する。

第１条第２項は、第１条に規定した給料表

の改正及びこの後に説明します会計年度任用

職員給与等条例の規定は、令和５年４月１日

から適用し、期末手当及び勤勉手当の改正

は、同年１２月１日からの適用を定めるもの

でございます。

第２条は、給与の内払でございます。令和

５年４月から支給済みの改正前の条例の規定

による職員及び会計年度任用職員給与につい

て、改正後の条例の規定による給与の内払と
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みなす規定を定めるものでございます。

第３条は、歌志内市会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する条例の一部改正でご

ざいますが、定例会資料の２５ページも併せ

て御覧願います。

会計年度任用職員の給与及び期末手当は、

年度当初における規定により支給していまし

たが、国からの通知により、常勤職員の給与

改定が行われた場合における会計年度任用職

員の給与については、改定の実施時期も含

め、常勤職員の給与改定に準じて改定するこ

とを基本とするとの技術的助言があったこと

から、給料月額及び期末手当の支給割合を職

員と同様に支給できるよう、附則を削除する

ものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４４号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４４号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ４ ２ 号

○議長（本田加津子君） 日程第９ 議案第

４２号歌志内市議会議員の議員報酬及び費用

弁償等に関する条例及び歌志内市特別職の職

員の給与等の支給に関する条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４２号歌志内市議会議員の議員報酬

及び費用弁償等に関する条例及び歌志内市特

別職の職員の給与等の支給に関する条例の一

部を改正する条例の制定について御提案申し

上げます。

提案理由は、国家公務員の一般職の職員の

給与改定に準じ、議会議員及び特別職の職員

の期末手当の支給割合を改正しようとするも

のであります。

次ページの本文に入ります。

歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁償

等に関する条例及び歌志内市特別職の職員の

給与等の支給に関する条例の一部を改正する

条例。

改正内容につきましては、資料と併せて御

説明いたしますので、定例会資料の１ページ

を御覧願います。

（歌志内市議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例の一部改正）。

第１条、歌志内市議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第

３３号）の一部を次のように改正する。

第６条第２項中「１００分の２２０」を

「１００分の２２５」に改める。

附則に次の１項を加える。

第１２項、令和５年１２月に支給する期末

手当に限り、第６条第２項の規定にかかわら

ず、これらの規定に定める額に１００分の２

３０を乗じて得た額とする。これは、令和６

年度以降の期末手当の支給月数を６月、１２

月それぞれ０.０５か月分引き上げる改正を

行うとともに、令和５年１２月の期末手当に

限り０.１か月分の引上げを行うこととする

規定を定めるものでございます。

第２条は、特別職の職員の期末手当に関す
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る規定を、第１条で御説明いたしました議員

の期末手当と同様に改正するものでございま

すので、説明は省略させていただきます。

附則。

第１項は、この条例の改正を令和５年１２

月１日から適用することを定めるものでござ

います。

第２項は、改正前の条例の規定により、支

給の期末手当については、改正後の条例の規

定による期末手当の内払とみなす規定を定め

るものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４２号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４２号は、原案のとお

り可決されました。

ここで１０分間休憩いたします。

午前１０時５９分 休憩

────────────────

午前１１時０７分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開いたします。

議 案 第 ４ ３ 号

○議長（本田加津子君） 日程第１０ 議案

第４３号歌志内市個人番号の利用に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議

題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４３号歌志内市個人番号の利用に関

する条例の一部を改正する条例の制定につい

て御提案申し上げます。

提案理由は、行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律

等の一部を改正する法律（令和５年法律第４

８号）の公布による今後の健康保険証のマイ

ナンバーカードへの一本化に備え、歌志内市

福祉医療費助成事業の受給資格等の審査にお

ける手続の簡素化を図るため、法律に基づく

個人番号を利用した情報連携が行えるよう、

関係条文を整備しようとするものでございま

す。

次ページの本文にまいります。

歌志内市個人番号の利用に関する条例の一

部を改正する条例。

歌志内市個人番号の利用に関する条例（平

成２７年条例第２４号）の一部を次のように

改正する。

改正内容につきましては、資料と併せて御

説明いたしますので、定例会資料の２ページ

を御覧願います。

第４条は、個人番号の利用範囲の規定でご

ざいます。法律から委任された個人番号の独

自利用事務の範囲を明らかにする第１項の規

定に、今回新たに追加する別表第１に定める

福祉医療費助成事業に係る事務が反映される

よう条文を整理するほか、別表第１の追加に

伴い、別表を別表第２に改めるため、条文を

整備するものでございます。

次に、別表第１でございますが、これは本

市が独自に個人番号を利用する事務について

規定する表となっており、今回、福祉医療費

助成事業における重度心身障害者、ひとり親

家庭等及び子どもの区分ごとにそれぞれ医療
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費の助成に関する事務を定めるものでござい

ます。

次に、別表の改正でございますが、資料は

３ページから４ページにわたります。

表内の後段において、略称規定を用いること

ができるよう、住民票関係情報について整備

するとともに、追加した別表第１で規定の重

度、ひとり親及び子どもの医療費の助成に関

する事務で、情報連携できる特定個人情報に

ついて、３項を加えた上で別表第１の追加に

伴い、別表第２に改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

第１項は、施行期日でございます。この条

例は、令和６年１０月１日から施行する。た

だし、次項の規定は、公布の日から施行する

ものでございます。

第２項は、準備行為でございます。この条

例の施行のために必要な準備行為は、この条

例の施行の日前においても行うことができる

こととするものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） 今回のこの提案理由の

中に、健康保険証のマイナンバーカードへの

一本化に備えということで書いてあります。

いろいろ世間的にはマイナンバーカードにひ

もづけはどうなのだという話も多々聞くので

すけれども、今回、この重度身障者、重度障

害の持っている方、ひとり親家庭の方、あと

子ども医療費対象の方、これ方々の話になっ

ているのですけれども、マイナンバーカード

の普及率というのはどれぐらいになっている

のか、ちょっと聞いておきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） 各カテゴリーご

との普及率ということでは、ちょっと資料だ

とか、そこまでの分析というものは今までし

ておりません。ただ、全体の普及率といいま

しょうか、ひもづけでいきますと約半分近く

ということでの確認をさせていただいており

ます。

なお、マイナンバーの取得率を申し上げま

すと、全人口分の約８割、８０％には申請は

達している状況でありまして、個々のひもづ

けがどのようなふうにということに関しまし

ては、またちょっと何％、何％、何％だとか

というふうには、ちょっとこの場でのひもづ

けとか、数までの明細まではちょっと申し致

しかねますので、この辺だけ御了解いただけ

ればと思います。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○７番（女鹿聡君） ちょっと、何％という

のはすぐには出てこないということなのです

けれども、やはりカード持っている人と持っ

ていない人で申請に当たるサービスの格差と

いうのもいろいろ今まで言われてきているの

で、その辺、カード持っている人と持ってい

ない人のサービスによる格差が生まれないよ

うなやり方というのをきちんとして運用して

いただきたいのですけれども、その辺答弁い

ただきたいと思います。

○議長（本田加津子君） 佐藤市民課長。

○市民課長（佐藤幸哉君） おっしゃられる

とおり、住民、市民が格差を生じる、持って

いる、持っていない、そういうことは一切考

えておりません。あくまでも事務の簡素化と

いう中で、マイナンバーを使って合理的にで

きる部分、ございます。その部分については

していきます。かといって、住民サイドにお

ける格差というものは、それは絶対私たちの

ほうでも生じさせてはいけないものだという

考え方で事務執行をしている所存でございま

す。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。



─ 21 ─

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４３号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４３号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ４ ５ 号

○議長（本田加津子君） 日程第１１ 議案

第４５号歌志内市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題といた

します。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４５号歌志内市国民健康保険税条例

の一部を改正する条例の制定について御提案

申し上げます。

提案理由は、全世代対応型の持続可能な社

会保障制度を構築するための健康保険法等の

一部を改正する法律（令和５年法律第３１

号）の公布に伴い、関係条文を整備しようと

するものでございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市国民健康保険税条例の一部を改正

する条例。

歌志内市国民健康保険税条例（昭和５２年

条例第４３号）の一部を次のように改正す

る。

改正内容につきましては、資料により御説

明いたしますので、定例会資料２６ページを

御覧願います。

第２５条は、国民健康保険税の減額の規定

でございます。産前産後期間に係る所得割額

及び被保険者均等割額の減額の規定の新設

で、それぞれ産前産後の期間として単胎妊婦

に該当する場合は４か月、多胎妊婦に該当す

る場合は６か月分を年間保険税額から減額す

るもので、地方税法第７０３条の５及び地方

税法施行令第５６条の８９に基づき行うもの

でございます。

第３０条の２は、出産被保険者に係る届出

の規定でございます。第２５条第３項の追加

に伴い、減額措置を受ける場合における届書

及び関係書類の提出に関し、地方税法附則第

２４条の３０の５に基づき行うものでござい

ます。

以上で資料による説明が終わりましたので

本文の附則に戻ります。

附則。

附則第１項は、施行期日でございます。こ

の条例は、令和６年１月１日から施行するも

のでございます。

附則第２項は、適用区分、附則第３項は準

備行為の規定でございますので、説明は省略

させていただきます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４５号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。
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したがって、議案第４５号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ４ ６ 号

○議長（本田加津子君） 日程第１２ 議案

第４６号歌志内市火災予防条例の一部を改正

する条例の制定についてを議題といたしま

す。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４６号歌志内市火災予防条例の一部

を改正する条例の制定について御提案申し上

げます。

提案理由は、対象火気設備等の位置、構造

及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関

する条例の制定に関する基準を定める省令の

一部を改正する省令（令和５年総務省令第４

８号）の公布に伴い、蓄電池設備に係る基準

及び固体燃料を使用した火気設備の見直しを

行うなど、関係条文を整備しようとするもの

でございます。

次ページの本文にまいります。

歌志内市火災予防条例の一部を改正する条

例。

歌志内市火災予防条例（昭和３７年条例第

３１号）の一部を次のように改正する。

改正内容につきましては、資料と併せて御

説明いたしますので、定例会資料の２７ペー

ジを御覧願います。

第１１条は、変電設備の規定でございま

す。建築物等の部分との間に、換気、点検及

び整備に支障のない距離を保つことについ

て、キュービクル式のものに限定しないこと

に伴い、条文を整備するものでございます。

第１１条の２は、急速充電設備の規定でご

ざいます。屋外に設置する蓄電池設備を

キュービクル式のものに限定せず、雨水等の

侵入防止措置が講じられた筐体で定められた

ものとすることに伴い、条文を整備するもの

でございます。

第１３条は、蓄電池設備の規定でございま

す。資料は２８ページにわたります。第１項

は、規制対象を定める範囲及び容量の変更、

転倒防止措置等が改められたことに伴い、条

文を整備するものでございます。

第３項は、屋外に設置した場合の建築物か

らの離隔距離の規制を除く要件を新たに追加

するものでございます。

第４項は、屋外に設置する場合の構造につ

いて、引用する条文を改めるものでございま

す。

第５１条は、火を使用する設備等の設置の

届出の規定でございます。蓄電池設備の規制

対象の変更に伴い、条文を整備するものでご

ざいます。

別表第３は、火を使用する設備等の離隔距

離を示したものでございます。資料は３４

ページにわたります。

厨房設備の項に新たに固体燃料を追加する

ことに伴い、表を改めるものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

第１項は、施行期日でございます。この条

例は令和６年１月１日から施行するものでご

ざいます。

第２項から第４項は経過措置でございま

す。第２項は、この条例の施行の際、現に設

置され、または設置工事がされている燃料電

池発電設備等のうち、新条例第１１条第１項

第３号の２の規定については、従前の例によ

るものとするものでございます。

第３項は、この条例の施行の際、現に設置

され、または設置工事がされている蓄電池設

備のうち、新条例第１３条第１項の規定につ

いては、従前の例によるものとするものでご

ざいます。

第４項は、新条例第１３条第１項に規定す

る蓄電池設備に新たに該当することとなるも

ののうち、この条例の施行の際、現に設置さ

れているもの及びこの条例の施行の日から起

算して２年を経過する日までの間に設置され

たものについては、同条の規定を適用しない
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とするものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４６号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４６号は、原案のとお

り可決されました。

議 案 第 ４ ７ 号

○議長（本田加津子君） 日程第１３ 議案

第４７号空知中部広域連合規約の変更につい

てを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４７号空知中部広域連合規約の変更

について御提案申し上げます。

提案理由は、空知中部広域連合の組織体制

の強化を図るとともに安定的な業務運営を推

進するため、規約の一部を変更しようとする

ものでございます。

次ページの本文にまいります。

空知中部広域連合規約の一部を変更する規

約。

空知中部広域連合規約（平成１０年７月６

日市町村第７８４号指令）の一部を次のよう

に変更する。

変更内容につきましては、資料と併せて御

説明いたしますので、定例会資料の３５ペー

ジを御覧願います。

第１１条は、広域連合の執行機関の組織の

規定でございます。提案理由で申し上げまし

たとおり、組織体制の強化を図り、安定的な

業務運営を推進するため、広域連合長を補佐

する事務管理者を置くこととするものでござ

います。

第１２条は、広域連合の執行機関の選任の

方法の規定でございます。事務管理者の選任

方法について規定するものでございます。

第１３条は、広域連合長の執行機関の任期

の規定でございます。事務管理者の任期につ

いて規定するものでございます。

本文の附則に戻ります。

附則。

この規約は、北海道知事の許可のあった日

から施行し、令和６年４月１日から適用する

ものでございます。

以上でございますので、よろしくお願いい

たします。

○議長（本田加津子君） これより、質疑に

入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４７号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。
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したがって、議案第４７号は、原案のとお

り可決されました。

議案第４８号より議案第５１号

○議長（本田加津子君） 日程第１４ 議案

第４８号より日程第１７ 議案第５１号まで

を一括議題といたします。

提案理由の説明を求めます。

平間副市長。

○副市長（平間靖人君） －登壇－

議案第４８号から議案第５０号までの補正

予算につきまして、私から一括御提案申し上

げます。

なお、事項別明細書につきましては、企画

財政課長から御説明いたしますので、よろし

くお願い申し上げます。また、議案第５１号

の補正予算につきましては、病院事務長から

御提案申し上げますので、よろしくお願いい

たします。

議案第４８号令和５年度歌志内市一般会計

補正予算（第７号）。

令和５年度歌志内市一般会計補正予算（第

７号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ６,３４０万９,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４４億

３,１３９万円とする。

２項は省略いたします。

（債務負担行為の補正）。

第２条、債務負担行為の追加は、「第２表

債務負担行為補正」による。

４ページをお開き願います。

第２表、債務負担行為補正。

１、追加。事項、義務教育学校スクールバ

ス運行業務委託。期間、令和６年度より至令

和８年度。限度額、２,９８９万９,０００

円。

これは、義務教育学校へ通学する児童生徒

の登下校用のスクールバス運行業務を令和６

年度から令和８年度までの３年間委託するた

めの予算措置でございます。

次に、議案第４９号にまいります。

議案第４９号令和５年度歌志内市国民健康

保険特別会計補正予算（第１号）。

令和５年度歌志内市国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出

それぞれ１５万６,０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９,８３

４万４,０００円とする。

２項は省略いたします。

次に、議案第５０号にまいります。

議案第５０号令和５年度歌志内市後期高齢

者医療特別会計補正予算（第１号）。

令和５年度歌志内市後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。

（歳入歳出予算の補正）。

第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ１８万３,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ８,０６８

万３,０００円とする。

２項は省略いたします。

以上、議案第４８号から第５０号の補正予

算につきまして、一括御提案申し上げまし

た。

事項別明細書につきましては、企画財政課

長から御説明いたしますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） それでは、

私より議案第４８号から議案第５０号までの

補正予算の事項別明細書につきまして御説明

いたします。

初めに、議案第４８号の一般会計補正予算

の歳出から御説明いたしますので、７ページ

をお開き願います。

１款１項１目議会費３節職員手当等１９万

１,０００円の減額補正は、市議会議員選挙
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による議員の変更に伴う減、及び議員期末手

当の支給割合引上げに伴う特別職手当の増な

どで、改正内容については、先ほど議案説明

のありましたとおりでございます。

次に、２款総務費１項総務管理費１目一般

管理費１節報酬２８万９,０００円及び３節

職員手当等５万６,０００円の増額補正は、

人事院勧告に伴う一般職給料表改定及び期末

勤勉手当の支給割合の引上げによる会計年度

任用職員の報酬及び期末手当の増によるもの

で、改正内容につきましては、先ほど議案説

明のありましたとおりであり、以降の会計年

度任用職員についても同様でございます。７

節報償費８４万円から２４節積立金３００万

円の増額補正は、ふるさと応援寄附金の増額

に伴う返礼品及び発送料、決済手数料、事務

委託料や基金積立金の増によるものでござい

ます。

次に、２目企画費３節職員手当等１万円の

増額補正は、会計年度任用職員に係る期末手

当の支給割合引上げに伴う増であります。

５目車両管理費１節報酬６９万６,０００

円及び３節職員手当等７万１,０００円の増

額補正は、会計年度任用職員に係る給与改定

及び期末手当の支給割合の引上げに伴う増で

あります。

９ページにまいりまして、１１目定住促進

費１８節負担金補助及び交付金８８０万円の

増額補正は、住宅建設等奨励金の申請者数の

増加に伴う補助金の増によるものでございま

す。

２項徴税費２目賦課徴収費１節報酬１万

４,０００円の増額補正は、会計年度任用職

員に係る給与改定に伴う増によるものでござ

います。

３項１目とも戸籍住民基本台帳費１２節委

託料５２０万３,０００円の増額補正は、マ

イナンバーカードへの氏名ローマ字表記など

に係る住民基本台帳システム改修費及び戸籍

へのふりがな記載などに係る戸籍情報システ

ム改修費の増であります。

３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総

務費３節職員手当等の３万４,０００円の増

額から１８節負担金補助及び交付金６,３０

０万円までの増額補正は、電力・ガス・食料

品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に

家計への影響が大きい低所得世帯等に対する

給付金を追加で支給するもので、関係事務費

及び給付金に係る予算を計上しており、事業

の概要につきましては、資料で御説明いたし

ますので、定例会資料の３６ページをお開き

願います。

事業の趣旨は、電力・ガス・食料品等の価

格高騰による負担増を踏まえ、低所得世帯、

住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に

対して、特別給付金を追加支給するもので

す。支給対象者は、令和５年度の住民税非課

税世帯と住民税均等割のみ課税世帯で、助成

額は１世帯当たり７万円、支給は年内を予定

しております。財源等につきましては、地方

創生臨時交付金、財政調整基金を充当するこ

ととしております。

１１ページにまいりまして、３目障害者福

祉費１２節委託料２７万５,０００円の増額

補正は、障害福祉サービス等報酬改定に伴う

システム改修費用でございます。１９節扶助

費１８万円の増額補正は、重度心身障害者世

帯に係る福祉灯油代助成事業の実施に伴う増

額で、給付額は１世帯当たり１万円としてお

ります。

５目医療福祉費１節報酬５万７,０００円

及び３節職員手当等５,０００円の増額補正

は、会計年度任用職員に係る給与改定及び期

末手当の支給割合引上げに伴う増でありま

す。２７節繰出金２万７,０００円の増額補

正は、国民健康保険特別会計及び後期高齢者

医療特別会計への繰出金の増額で、内容は各

特別会計のところで御説明いたします。

次に、２項老人福祉費１目老人福祉事業費

１９節扶助費４９８万円の増額補正は、住民

税非課税世帯の高齢者世帯に係る福祉灯油代

助成事業の実施に伴う増額で、給付額は１世

帯当たり１万円としております。

２目介護保険費１７節備品購入費１５４万
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円の増額補正は、地域包括支援センターシス

テムの購入費の増で、介護認定において要支

援の認定となった方のケアプラン作成や介護

サービスの利用状況などを管理するためのも

のでございます。

次に、４項児童福祉費２目児童福祉事業費

１９節扶助費１２万円の増額補正は、ひとり

親世帯に係る福祉灯油代助成事業の実施に伴

う増額で、給付額は１世帯当たり１万円とし

ております。

次に、７款１項とも商工費、１３ページに

まいりまして、４目観光費１節報酬１１万

７,０００円の増額補正は、会計年度任用職

員に係る給与改定による増でございます。

８款土木費１項土木管理費１目土木総務費

１節報酬１２万８,０００円及び３節職員手

当等２万円の増額補正は、会計年度任用職員

に係る給与改定及び期末手当の支給割合引上

げに伴う増であります。

２項道路橋りょう費３目橋りょう維持費１

２節委託料４,０００万円の減額補正は、北

海道からの受託事業でありますペンケ歌志内

川の河川改修に伴う費用で、より高度な知

識、経験が必要なことから北海道が実施する

ことになり、皆減となったものでございま

す。

５項住宅費１目住宅管理費１節報酬１万

８,０００円及び８節旅費８,０００円の増額

補正は、空家等対策協議会の設置に伴う委員

報酬及び費用弁償を予算計上するものでござ

います。２１節補償、補塡及び賠償金５３万

７,０００円の増額補正は、改良住宅の用途

廃止に伴い、移転者が増えたことによる増で

ございます。２２節償還金利子及び割引料５

６万円の増額補正は、市営住宅の退去者が増

加したことによる敷金返還金の増でございま

す。

次に、９款１項とも消防費１目常備消防費

１節報酬１万５,０００円の増額補正は、会

計年度任用職員に係る給与改定による増であ

ります。

１５ページにまいりまして、１０款教育費

２項義務教育学校費１目学校管理費１節報酬

４５万８,０００円及び３節職員手当等１４

万８,０００円の増額補正は、会計年度任用

職員に係る給与改定及び期末手当の支給割合

引上げに伴う増であります。１２節委託料４

７万３,０００円の増額補正は、義務教育学

校体育館の暖房機点検整備に要する経費で、

不良暖房機が複数台発生したことから、点検

整備台数を追加実施し、寒冷期間中の故障や

火災などを未然に防ぐためのものでございま

す。１７節備品購入費１４万３,０００円の

増額補正は、学校の感染対策機能強化を図る

ため、既に購入済み空気清浄機６台に１台を

追加購入し、機能強化を図るもので、国庫補

助金を財源とするものでございます。

次に、３項社会教育費３目図書館費１節報

酬１４万２,０００円の増額補正は、会計年

度任用職員に係る給与改定による増でありま

す。

４目コミュニティセンター費１節報酬４３

万９,０００円及び３節職員手当等８万１,０

００円の増額補正は、会計年度任用職員に係

る給与改定及び期末手当の支給割合引上げに

伴う増であります。

５目郷土館費１節報酬３万１,０００円の

増額補正は、会計年度任用職員に係る給与改

定による増であります。

次に、４項保健体育費２目社会体育総務費１

８節負担金補助及び交付金１５万円の増額補

正は、スキーリフトシーズン券の料金値上げ

に伴う体力向上助成金の補助金を増額するも

のでございます。

１７ページにまいりまして、３目体育施設

費１節報酬２７万８,０００円及び３節職員

手当等７万円の増額補正は、会計年度任用職

員に係る給与改定及び期末手当の支給割合引

上げに伴う増であります。

４目学校給食費１節報酬８７万３,０００

円及び３節職員手当等２８万１,０００円の

増額補正は、会計年度任用職員に係る給与改

定及び期末手当の支給割合引上げに伴う増で

あります。１４節工事請負費６８万２,００
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０円の増額補正は、経年劣化に伴う給食セン

ターボイラーの関連装置交換に伴う増であり

ます。

５項青少年対策費２目児童厚生施設費１節

報酬２２万５,０００円及び３節職員手当等

７万１,０００円の増額補正は、会計年度任

用職員に係る給与改定及び期末手当の支給割

合引上げに伴う増であります。

３目学童保育費１節報酬７万５,０００円

及び３節職員手当等２万３,０００円の増額

補正は、会計年度任用職員に係る給与改定及

び期末手当の支給割合引上げに伴う増であり

ます。

次に、１２款１項とも公債費１目元金につ

きましては、財源区分の変更で、予算額につ

いて変更はございません。

１９ページにまいりまして、１４款１項と

も職員費１目職員給与費２節給料７４２万

５,０００円及び３節職員手当等６０８万３,

０００円の増額補正は、人事院勧告に伴う一

般職給料表の改定及び期末勤勉手当の支給割

合の引上げに伴う増と特別職期末手当の支給

割合引上げに伴う特別職手当の増によるもの

で、改正内容は、先ほど議案説明のあったと

おりでございます。

次に、１５款１項１目とも予備費６６１万

６,０００円の減額補正は、歳入歳出予算の

調整であります。

なお、２１ページから３４ページに給与費

明細書を掲載しておりますので、御参照願い

たいと思います。

続きまして、事項別明細書の歳入について

御説明いたしますので、５ページをお開き願

います。

１４款国庫支出金２項国庫補助金１目総務

費補助金３節新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金４,０００万円の増額補

正は、歳出で計上した低所得世帯臨時特別給

付金支給事業の財源とするものであります。

４節社会保障・税番号制制度システム整備補

助金１４３万円の増額補正は、住民基本台帳

ネットワークシステム整備事業の補助金であ

ります。５節戸籍情報システム整備補助金７

７１万１,０００円の増額補正は、歳出で計

上した戸籍総合管理システム運用事業と当初

予算に計上済みであります同事業の補助金で

ございます。

次に、２目民生費補助金７節障害者総合支

援支援事業費補助金の１３万７,０００円の

増額補正は、歳出に計上した障害者自立支援

対策推進事業の補助金であります。

５目教育費補助金７節学校保健特別対策事

業費補助金の７万１,０００円の増額補正

は、学校管理一般経費で計上しております備

品購入費に対する補助金でございます。

次に、１５款道支出金２項道補助金２目民

生費補助金８節地域づくり総合交付金５０万

円の増額補正は、歳出で計上している高齢者

世帯等福祉灯油代助成事業の補助金でござい

ます。

３項道委託金４目土木費委託金１節河川費

委託金４,０００万円の減額補正は、歳出に

計上した橋りょう改修事業に対する受託金

で、北海道と協議した結果、より高度な知

識、経験が必要なことが判明し、受託しない

ことから、皆減とするものでございます。

次に、１７款１項とも寄附金２目ふるさと

応援寄附金１節ふるさと応援寄附金３００万

円の増額補正は、ふるさと応援寄附金の増額

によるものでございます。

次に、１８款１項とも繰入金１目１節とも

財政調整基金繰入金２,０００万円の増額補

正は、歳出で計上している低所得世帯臨時特

別給付金支給事業の実施に伴う財源調整のた

め繰り入れるものでございます。

４目１節とも敷金基金繰入金５６万円の増

額補正は、住宅一般経費の財源として繰り入

れるものでございます。

次に、１９款１項１目とも繰越金１節前年

度繰越金３,０００万円の増額補正は、前年

度繰越金の一部を予算計上するものでござい

ます。

以上で、一般会計補正予算の説明を終わり

まして、次に国民健康保険特別会計補正予算
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の事項別明細書につきまして御説明いたしま

すので、国保の５ページをお開き願います。

歳出から御説明いたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費

２節給料２７万円の減額補正から４節共済費

６万円の減額補正は、人事異動に伴う人件費

の調整及び人事院勧告に伴う給料表の改定及

び期末勤勉手当の支給割合引上げによるもの

でございます。

なお、７ページから１２ページに給与費明

細書を掲載しておりますので、御参照願いま

す。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入

について御説明いたしますので、国保の３

ページをお開き願います。

２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計

繰入金１５万６,０００円の減額補正は、繰

入れ対象経費の減によるものでございます。

次に、後期高齢者医療特別会計補正予算の

事項別明細書につきまして御説明いたします

ので、後期高齢の５ページをお開き願いま

す。

歳出から御説明いたします。

１款総務費１項総務管理費１目一般管理費

２節給料８万３,０００円の増額補正から４

節共済費４万円の増額補正は、人事院勧告に

伴う給料表の改定及び期末勤勉手当の支給割

合引上げによるものでございます。

なお、７ページから１２ページに給与費明

細書を掲載しておりますので、御参照願いた

いと思います。

続きまして、補正予算事項別明細書の歳入

について御説明いたしますので、後期高齢の

３ページをお開き願います。

２款１項とも繰入金１目１節とも一般会計

繰入金１８万３,０００円の増額補正は、繰

入れ対象経費の増によるものでございます。

以上で、議案第４８号から議案第５０号ま

での各会計補正予算の事項別明細書につきま

して御説明を終わりますので、よろしくお願

いいたします。

○議長（本田加津子君） 大家市立病院事務

長。

○市立病院事務長（大家浩二君） 議案第５

１号令和５年度歌志内市病院事業会計補正予

算（第１号）について御提案申し上げ、その

内容について御説明いたします。

第１条は省略いたしまして、第２条から申

し上げます。第２条は、予算第３条に定めた

収益的収入及び支出の予定額を補正するもの

で、収入では、第１款病院事業収益の既決予

定額６億１,１９３万７,０００円に７２万円

を増額して、６億１,２６５万７,０００円に

改めようとするもので、その内訳は、第２項

医業外収益の既決予定額に７２万円を増額し

て、２億３,３９８万８,０００円に改めるも

のであります。

支出は、第１款病院事業費用の既決予定額

６億６,６８６万９,０００円に２９３万２,

０００円を増額して、６億６,９８０万１,０

００円に改めようとするもので、その内訳

は、第１項医業費用の既決予定額に２９３万

２,０００円を増額して、６億６,１５９万

４,０００円に、第３条は、予算第６条に定

めた議会の議決を経なければ流用することの

できない経費を補正するもので、第１号職員

給与費の既決予定額３億８,５８９万２,００

０円に２９３万２,０００円を増額して、３

億８,８８２万４,０００円に改めるものであ

ります。

１ページをお開きください。

予算実施計画並びに説明書の収益的収入及

び支出の支出から御説明いたします。

支出。

１款病院事業費用１項医業費用１目給与費

の２９３万２,０００円の増額内訳は、（給

料）１節医師給２万１,０００円の増から４

節事務員給７万４,０００円の増までの１２

３万５,０００円の増額補正及び（手当）５

節医師手当１３万７,０００円の増から８節

事務員手当１１万２,０００円の増までの１

６９万７,０００円の増額補正は、人事院勧

告に係る給与改定分や、本年４月１日付の昇

格に伴う増のほか、育児休業取得に伴う減な
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どの増減分によるものであります。

次に、収入の御説明をいたします。１款病

院事業収益２項医業外収益５目補助金１節医

療・介護・障がい施設等物価高騰対策支援金

の７２万円の増額補正は、物価高騰に対する

北海道からの支援金として、医療機関に１床

当たり１万２,０００円交付されたため、６

０床分を増額するものであります。

次に、２ページから１０ページの説明を省

略させていただき、予定貸借対照表につきま

して御説明いたしますので、１２ページを御

覧ください。

資本の部の下から５段目、ロの当年度純損

失は、既決予定額では６,８４４万９,０００

円の純損失を予定しておりましたが、この度

の補正の収支の差である２２１万２,０００

円増加した７,０６６万１,０００円の純損失

となり、年度末の累積欠損金は、８億６,６

４０万円となる見込みであります。

以上、御提案申し上げますので、よろしく

お願いいたします。

○議長（本田加津子君） 説明が終わりまし

たが、ここで午後１時まで休憩といたしま

す。

午前１１時５９分 休憩

────────────────

午後 ０時５９分 再開

○議長（本田加津子君） 休憩を解いて、会

議を再開いたします。

これより、議案第４８号令和５年度歌志内

市一般会計補正予算（第７号）について、質

疑に入ります。

質疑ありませんか。

松井敬道さん。

○４番（松井敬道君） ２点お伺いいたしま

す。

まず、１点目はふるさと応援寄附金の関係

です。ふるさと応援寄附金が３００万円増額

補正しておりますが、どのような返礼品が人

気で、寄附金が増えているのか伺います。

２点目は、会計年度任用職員の報酬の関係

です。会計年度任用職員の報酬の平均の改定

額と平均の改定率を教えていただきたいとい

うふうに思います。よろしくお願いします。

○議長（本田加津子君） 佐渡産業課長。

○産業課長（佐渡憲博君） まず返礼品の関

係なのですが、このたび３００万円補正なの

ですが、増えた要因といたしましては、大口

の寄附が、２００万円を超える大口の寄附が

１件ありましたことと、ポータルサイトを最

近増やしておりまして、そちらのほうが徐々

に伸びているということになってます。

返礼品の内容といたしましては、人気があ

るのは、アンモナイトですとか、ペットフー

ド、ピーチアンドフラワーから出している

ペットフード関係、これが今、最近伸びてい

るという状況にあります。

○議長（本田加津子君） 北風総務課長。

○総務課長（北風是紀君） 会計年度任用職

員の平均といいますと、職種がちょっとござ

いますので、仮に事務補助員というところで

お話をさせていただきますと、日額につきま

しては７,１２４円から７,６７７円に変わっ

たと。時間給につきましては、９４９円から

１,０２３円に変わっております。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） ３点聞きたいと思いま

す。

まず、１０ページ目の定住促進事業で８８

０万円ということなのですけれども、これど

ういった申請が多くなっていて増額するのか

聞いておきたいと思います。

続いて、１２ページの老人福祉給付費の福

祉灯油助成制度なのですけれども、これ１万

円ということで行っているのですけれども、

この物価高で１万円を１万５,０００円でと

いう話だとか、倍増で２万円だとかという話

が庁舎内のほうでされたのか、どうなのか。

かなり、今までの経緯でいくと、商品券出し

てもらったりだとかということは分かるので

すけれども、やはり福祉灯油という項目は大

きいと思うので、それに対して前年どおり１
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万円ということなのですけれども、それを越

してもう少し上限額上げていただいてという

ことが望ましかったかなと思うのですけれど

も、その辺、庁舎内でどういうふうな話合い

になったか聞いておきたいと思います。

それで、１４ページ目の住宅費で、移転補

償だとかということで話をされたのですけれ

ども、これ住み替えした分でとかということ

だったのですけれども、これどういう予定で

本来やって、予算を立てていて、その分、

思っているほかに多分移転しますという声が

上がって移転されたのだと思うのですけれど

も、どういうふうな最初予定をしていて今回

に至ったのか聞きたいと思います。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 私のほうか

ら、まず定住促進事業の補正について御答弁

申し上げます。

今年度、これまでの実績なのですけれど

も、５件交付をしております。その内訳とい

たしましては、新築が１件、中古が４件とい

うことになっておりまして、今後、申請が見

込まれる予定のものが新築で１件、中古で４

件、合計５件です。このほかに予定として１

件分予算を計上させてもらいまして、残額と

合わせて８８０万円というふうにさせてもら

いました。

○議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） 福祉灯油

の１万円に関して、当課でもいろいろ１万円

がいいのか、１万５,０００円がいいのか、

いろいろ検討したのですけれども、去年と灯

油の価格がそれほど変わっていないところも

ありまして、去年と同額の１万円という形を

取らせていただきました。例年、その価格を

見ながらまた来年もいろいろ支給する額を考

えたいと思っています。

○議長（本田加津子君） 山田建設課長。

○建設課長（山田元君） 私のほうから、補

償、補塡及び賠償金の５３万７,０００円の

住宅移転料の補償の関係について、当初予算

では１１件、支出済みが７件、今後予定して

いる件数も７件程度を予定しておりまして、

このたび５３万７,０００円の内訳は３件

分、１７万９,０００円掛ける３件分という

ことで補正を上程したところでございます。

以上です。

○議長（本田加津子君） 女鹿聡さん。

○６番（女鹿聡君） 住宅の新事業に関して

は、そうしたら新築が今後出てくるというこ

となのですけれども、新築のほうはそうした

ら両方、文珠と東光と宅地がまだ空いている

状況なのですけれども、そっちのどっちかの

ほうで新築が決まっていて、これから補正を

上げたいということなのか、ちょっと聞いて

おきたいと思います。

福祉灯油なのですけれども、金額という

か、灯油の単価的には去年とあまり変わらな

い状況が続いていると思うのですけれども、

やはりいかんせん全体的な物価の高騰があっ

て、みんな生活するのも大変な状況が続いて

いると思うので、そっち側のほうにお金が結

構、生活するための食品だとか、そういった

ところの出費がどうしても高騰のためにお金

が出ていく状況があって、その分、灯油を抑

えようという形になりかねない状況になって

いるので、その辺また、どういう形か分から

ないですけれども、福祉灯油という形でやる

のかどうなのか、今後も検討材料にしても

らって、１万円が妥当なのか１万５,０００

円が妥当なのかちょっと分からないですけれ

ども、できれば多いに越したことはないのか

なと思うので、その辺庁内のほうで、財政も

かかってますので、いろいろいい議論をやっ

て進めていただきたいと思いますので、もう

１回そこを答弁もらっておきたいと思いま

す。

以上です。

○議長（本田加津子君） 東所企画財政課

長。

○企画財政課長（東所勝則君） 定住促進事

業の新築予定の１件ということでございます
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けれども、これは今、相談段階でお受けして

いる話でございますが、聞いている中では、

今の東光団地、それから西小の、市有地の売

却ではなく、違うところの場所での新築とい

うふうに聞いております。

○議長（本田加津子君） 佐々木福祉事業課

長。

○福祉事業課長（佐々木厚史君） 議員おっ

しゃるとおり、いろいろな状況を踏まえまし

て金額の部分だとか、支給する上で何が、ど

ういうやり方がいいのかということも検討し

てまいりますので。

○議長（本田加津子君） ほかに質疑ありま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４８号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４８号は、原案のとお

り可決されました。

これより、議案第４９号令和５年度歌志内

市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

について、質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第４９号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第４９号は、原案のとお

り可決されました。

これより、議案第５０号令和５年度歌志内

市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）について、質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、

討論を終わります。

これより、議案第５０号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第５０号は、原案のとお

り可決されました。

これより、議案第５１号令和５年度歌志内

市病院事業会計補正予算（第１号）につい

て、質疑に入ります。

質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 質疑なしと認め、

質疑を終わります。

これより、討論に入ります。

討論ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 討論なしと認め、
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討論を終わります。

これより、議案第５１号について採決をい

たします。

ただいまの議案については、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、議案第５１号は、原案のとお

り可決されました。

休 会 の 議 決

○議長（本田加津子君） お諮りいたしま

す。

行政常任委員会審査のため、１２月７日を

休会にしたいと思います。これに御異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（本田加津子君） 御異議なしと認め

ます。

したがって、１２月７日を休会とすること

に決定いたしました。なお、行政常任委員会

は、１２月７日に委員会を開き、付託案件の

審査をお願いいたします。

来る１２月８日、本会議を開きますので、

所定の時間に御参集願います。

散 会 宣 告

○議長（本田加津子君） 以上で、本日の日

程は全部終わりました。

本日は、これにて散会いたします。

御苦労さまでした。

（午後 １時１２分 散会）
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